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募

集

お
知
ら
せ

電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス

モ
ニ
タ
ー
募
集

総
務
省
で
は
、
電
気
通
信
サ
ー

ビ
ス
に
関
す
る
利
用
者
の
ご
意
見

や
ご
要
望
を
幅
広
く
お
聞
か
せ
い

た
だ
き
、
今
後
の
電
気
通
信
行
政

に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
平
成
２０
年

度
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
モ
ニ
タ
ー

を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格

電
話
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど

の
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
関
心
が

あ
る
満
２０
歳
以
上
の
方
で
左
記
の

活
動
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
方
。

た
だ
し
、
総
務
省
及
び
電
気
通
信

事
業
者
に
勤
務
経
験
の
あ
る
方
並

び
に
そ
の
方
の
ご
家
族
を
除
き
ま

す
。

活
動
内
容

・

総
務
省
が
実
施
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
へ
の
回
答

・

各
地
域
で
総
務
省
が
開
催
す

る
モ
ニ
タ
ー
会
議
（
年
１
回
）

へ
の
出
席

委
嘱
期
間

平
成
２０
年
６
月
１
日
〜

平
成
２１
年
３
月
３１
日

応
募
方
法

は
が
き
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、メ
ー
ル
で
、次

の
事
項
を
記
載
の
う
え
、電
気
通
信

事
業
課
ま
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

・

住
所

・
氏
名
（
フ
リ
ガ
ナ
）

・

電
話
番
号
（
携
帯
電
話
可
）

・

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
携
帯
電

話
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
除
く
）

・

年
齢

・
性
別

・
職
業

・

応
募
の
動
機

※

応
募
の
内
容
は
モ
ニ
タ
ー
選

考
及
び
そ
の
後
の
連
絡
用
と
し

て
の
み
使
用
し
ま
す
。

募
集
期
間

３
月
３
日（
月
）〜
４
月
４
日（
金
）

（
当
日
消
印
有
効
）

謝
金ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
に
御
協
力
い

た
だ
い
た
方
及
び
モ
ニ
タ
ー
会
議

に
出
席
し
て
い
た
だ
い
た
方
に
謝

金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

選
考
結
果
の
通
知

選
考
の
結
果
は
、
モ
ニ
タ
ー
を

お
願
い
す
る
方
に
は
、
５
月
末
日

ま
で
に
そ
の
旨
を
通
知
し
ま
す
。

な
お
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
方
に
は
、

通
知
し
ま
せ
ん
の
で
あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
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四
国
総
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通
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電
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事
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交
通
災
害
共
済

加
入
申
込
み
受
付
中

平
成
２０
年
度
交
通
災
害
共
済
の

加
入
申
込
み
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

３
月
３１
日
ま
で
の
申
込
み
分
は
４

月
１
日
か
ら
１
年
間
有
効
で
す
。

４
月
１
日
以
降
も
加
入
で
き
ま

す
が
、
掛
金
は
同
額
で
、
共
済
期

間
は
掛
金
を
納
入
し
た
翌
日
か
ら

平
成
２１
年
３
月
３１
日
ま
で
と
な
り

ま
す
。

受
付
窓
口
は
、
役
場
総
務
課
及

び
税
務
課
が
行
う
所
得
申
告
相
談

に
併
せ
て
開
設
さ
れ
る
臨
時
受
付

窓
口
で
す
。

臨
時
受
付
窓
口
の
日
程
に
つ
い

て
は
、
所
得
申
告
相
談
日
程
表
（
１３

ペ
ー
ジ
）
又
は
加
入
申
込
書
の
裏

面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

万
一
の
交
通
事
故
に
備
え
て
ぜ

ひ
ご
加
入
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

役
場
総
務
課
庶
務
係
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町
外
に
転
出
さ
れ
る

学
生
の
皆
さ
ん
へ

卒
業
・
入
学
シ
ー
ズ
ン
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
大
学
へ
の
進
学
や

就
職
な
ど
で
町
外
へ
転
出
さ
れ
る

方
は
、
事
前
に
役
場
町
民
課
住
民

係
で
転
出
の
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。
そ
の
際
、
転
出
証
明
書
を

お
渡
し
し
ま
す
の
で
、
そ
の
転
出

証
明
書
を
持
っ
て
、
必
ず
転
入
先

で
１４
日
以
内
に
転
入
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
成
人
式
は
転
出
さ
れ
て

い
て
も
、
松
前
町
で
参
加
で
き
ま

す
。
詳
し
く
は
社
会
教
育
課
生
涯

学
習
係
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ

役
場
町
民
課
住
民
係
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教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

生
涯
学
習
係
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住
民
係
の
窓
口
延
長
の

ご
利
用
に
つ
い
て

役
場
町
民
課
住
民
係
で
は
、
窓

口
時
間
を
延
長
し
て
１８
時
１５
分
ま

で
、
住
民
票
な
ど
の
交
付
を
行
っ

て
い
ま
す
。

窓
口
延
長
取
扱
い
事
務

・

住
民
票
の
写
し
の
交
付

・

戸
籍
謄
本
（
抄
本
）
の
交
付

・

印
鑑
登
録
申
請

・

印
鑑
証
明
書
の
交
付

※

転
入
・
転
出
届
な
ど
住
民
異

動
届
の
受
付
け
は
、
１７
時
３０
分

ま
で
で
す
。

毎
年
、
３
月
下
旬
か
ら
４
月
上

旬
の
間
は
、
転
勤
や
大
学
入
学
な

ど
に
よ
り
住
民
異
動
届
出
が
集
中

し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
通
常
数
分

で
交
付
で
き
る
も
の
が
、
数
十
分

お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま

す
。窓

口
延
長
時
間
帯
に
来
庁
で
き

る
方
は
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

役
場
町
民
課
住
民
係
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inform
ation
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